
つなぐ
創刊号のテーマは「つなぐ」です。
住民と福祉サービスを「つなぐ」、関係機関と委員を「つなぐ」、
委員同士を「つなぐ」……etc
「つなぐ」活動には、その対象や立場に応じて、様々な広が
りがあります。皆さんの「つなぐ」活動を考えてみましょう！

つなぐ・つなげる・つながる…

ひだまり
ー 学ぶ・話す・考える ー

１ 事例を通して、委員個々の、そして地区民児協としての「つなぐ」活動を
考えてみましょう。（別紙「事例検討の手順」参照）
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創刊号
平成23年 7月

60 分でできる実践活動検討

地域の関係機関をご紹介します。創刊号では、「社会福祉協議会」を取り上
げ、民生委員との「つながり」について考えていきます。

地域の関係機関

皆さんの地区では、民児協と社協はどのようなつながりを持っていますか？
皆さんのご意見を募集いたします。

社会福祉協議会とのつながりを考える

周囲から、民生委員はどのように見えているのでしょうか？　どのような
役割を期待されているのでしょうか？　創刊号では、本紙の企画にも携わ
る泉惠造氏に、いま民生委員に必要とされるものについてお聴きしました。

この人に聴く !  民生委員活動

活動記録の作成
昨年 12 月に発行した「活動記録記入マニュアル」内の「活動記録記入例
（Ｐ34 ～ 39）」の解説を掲載します。

５

（Ｐ２～４）

（Ｐ５～８）

（Ｐ９）

（Ｐ10 ～ 14）

（Ｐ15）

※「ひだまり」本文中の表記について
民生委員・児童委員、主任児童委員……「民生委員」　　民生委員・児童委員協議会……「民児協」　　社会福祉協議会……「社協」



１ 実践活動検討 ～事例からつながりを考える～
60 分でできる

　このコーナーでは、毎号皆さんに身近な事例を掲載していきます。各設問（STEP）に沿って、皆さんで事

例について話し合ってみましょう。

　また、事前に別紙「事例検討の手順」をご確認のうえ、検討する手順や「事例の心得」を参考にして進め

てみましょう。

２

事 例 内 容

認知症が進んでいく高齢者Ｋさん

　Ｍ市で一人暮らしをしているＫさん（91 歳女性）。

　９年前にご主人を亡くしました。Ｋさんには、自慢の息子（長男 66 歳）が東京で所帯を構えています。また、

娘（長女 64 歳）は結婚し、他県で生活しています。息子は月に１，２度は訪ねてくるようですが、２，３時

間程度いるだけで、すぐに帰ってしまいます。

　Ｋさんのご主人は生前、ゴミ捨てや近所との付き合いをこまめにしていましたが、人付き合いが不慣れなＫ

さんは、一人暮らしが始まってからは、時々近所とのトラブルを起こすようになりました。ゴミを出す日が間

違っていたり、回覧板を違うお宅に持っていったりするものですから、これまでにも息子が訪ねてきたときに、

隣近所の住民が苦情を訴える場面もあったようです。その際、「Ｋさんは認知症を患っているのではないか？」

といった隣近所の住民からの意見にも、「うちの母親が認知症になんかなるわけがない」と信じないそうです。

　現在、Ｋさんは週２回のホームヘルプサービス（掃除、洗濯、薬の管理）を受けていますが、そのヘルパー

とも２年ほど前からトラブルが起きているそうです。Ｋさんの女学校時代の写真を「ヘルパーが盗んだ」から

始まり、「たんすの中を家探ししている」、「現金が無くなった」など、話はだんだんエスカレートし、ついに

はヘルパーを交代させたり、断ったりするようにもなってきました。実のところ、Ｋさんが「無くなった」といっ

ている物は、すべて家の中にあったという顛末です。

　地区の民生委員が、Ｋさんのこれからの生活について話し合いたいと考え、息子が訪ねてきている時には連

絡をもらいたいと、Ｋさんにお願いしたものの、その息子はすぐに帰ってしまいます。

　現在、居宅介護支援にともなう費用の支払いは、息子に請求書が送られ、息子から振り込みをしているとの

ことです。これもＫさんの金銭管理が難しくなってきたことから、ケアマネジャーやホームヘルパーが息子と

相談し、しぶしぶではありますが引き受けてもらっているとのことです。

　日を追うごとに認知症の症状が、少しずつ進行していくなかで、遠くない先には、Ｋさんの一人暮らしが無

理になる時期がくるように思われます。



～事例からつながりを考える～

３

エ コ マ ッ プ ？

要支
援者

Ａ
Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

良好な関係

希薄な関係

普通の関係

ストレス・葛藤
のある関係

働きかけの方向

人物・関係機関

　相関図のことです。支援を要す
る方を中心に、その課題に関わる
（と思われる）関係者や関係機関
を図で表したものです。下記のよ
うな関係を表す線を使って、対象
者と支援者、支援者同士をつない
でいきます。

（記入例）

働きかけ

ストレス・葛藤

人の名前や
関係機関名

良好な関係
で働きかけ

良好な関係

（線の種類）

無 線 関係性なし

課　題 目標や解決方法 優先
順位

Ｋさ
ん

登場人物と
その関係

民生
委員

現在、Ｋさんには、どのような人が関わっていますか？　エコマップを
作って確認してみましょう。

STEP１ 登場人物とその関係を確認する

今回のような事例が生じたとき、地区民児協として、どのような対応ができるかを話し合いましょう。

STEP３ 全員で最後に確認する

※「○」は、すべて埋める必要はありません。新たに加えても構いません。

STEP２ 今後のつながり、課題・解決方法を確認する

２． Ｋさんにとっての課題を挙げ、目標や解決方法とあわせて、取り組　  
　   む場合の優先順位を記入してみましょう。

１．今後、Ｋさんはどのようなつながりを持っていくとよいでしょうか？
　   上記のエコマップに” 色を変えて” 記入してみましょう。



　今後、ますます増加することが予想される高齢者の「認知症」。現在、担当
地区に前頁のような事例がなくても、近い将来「３人に１人が高齢者、その
10 人に１人が認知症高齢者」という時代がやってくるといわれています。
　ここでは、今後の高齢者や認知症数の動向について、千葉県高齢者福祉課
及び保険指導課より平成 21 年 4 月に発表された「千葉県高齢者保健福祉計画
( 平成 21 年度～平成 23 年度 )」に基づいてご紹介します。

今後の
高齢者・認知

症

数の動向
～数字から見

る福祉～

傾 向 と 分 析

　表１は、平成 17 年度より向こう 20 年間の高齢者

人口や認知症数、高齢世帯数等の表になります。

　平成 17 年度より「65 歳以上高齢者」が年々増加

している一方、総人口は平成 22 年度をピークに減少

に転じ、平成 37 年度の高齢化率は 30％を超えるこ

とが予測されています。また、高齢世帯数を見ると、

平成 17 年度の約 558,000 世帯から、平成 37 年度に

は約 902,000 世帯にまで増え、そのうち「一人暮ら

し高齢世帯数」は約 137,000 世帯から約 311,000 世

帯へと倍増しています。

　この急速な高齢化に伴い、「認知症（高齢者数）」は、

平成 17 年度からの 20 年間で、約 71,000 人から約

166,000 人と、およそ２倍に増加することが見込ま

れています。

　また、県庁が実施したアンケートによると、寝た

きりになった原因の上位に認知症が挙げられており、

その（認知症が原因でねたきりになった人の）発症は、

60 歳代で 27.5％、70 歳代で 38.9％、80 歳代で

30.4％となっています。なお、そのうちの男女比は、

男性 25.1％、女性 74.9％となっています。

 （「ねたきり」の原因の１位は男女ともに「脳梗塞」）

65歳以上

H17

H22

H32

H37

総人口 高齢化率

1,060

1,320

1,597

1,739

1,782

6,056

6,108

6,087

6,008

5,879

17.5%

21.6%

26.2%

28.9%

30.3%

平成 37 年までの推計人口と高齢世帯数の推計（表１）

H27

137

一人暮らし 夫婦のみ その他

202 219

183 251 251

239 303 289

282 323 290

275316311

（千人）（年度）

高齢
世帯数

558

686

831

895

902

（千世帯）

要支援１

H20

H21

H23

H26

要支援２ 要介護１ 要介護２

16,671

H22

（人）（年度）

要介護３ 要介護４ 要介護５ 65歳以上
人口（②）

出現率

17,799

18,770

19,834

23,236

21,145

21,866

23,070

24,336

28,508

30,023

32,199

33,942

35,787

41,670

27,655

29,074

30,560

32,168

37,381

25,802

27,062

28,476

29,991

34,835

21,420

22,641

23,847

25,132

29,217

16,472

17,444

18,334

19,303

22,415

1,207,999 13.2%

1,260,503

1,302,757

1,343,814

1,518,719

13.3%

13.6%

13.9%

14.3%

合　計（①）

159,188

168,085

176,999

186,551

217,262

71

95

121

146

166

※上表の「認知症」は、「要介護（要支援）高齢者における認知症高齢者（自立度Ⅱ以上）の将来推計」です。
※「自立度Ⅱ」とは、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少みられても、誰かが注意
　していれば自立できる状態のことを指しています。

要介護（要支援）高齢者数の状況と将来推計（表２）

※各表の数値の根拠となる報告書名等については、省略いたします。詳細は県庁ＨＰをご参照ください。

４

（①/②）

認知症



　創刊号で取り上げるのは、皆さんの最も身近なパートナーである社会福祉協議会（以下、「社協」という）です。

昭和 26 年（1951）に制定された社会福祉事業法（現在の社会福祉法）に基づいて設置されているこの組織は、

地域福祉の推進を図ることを目的とする民間団体として、現在では全国の各市区町村に設置されています。

　中でも、活動を共にする機会の多い地区社協とは、どのような組織なのでしょうか？　その役割や民生委員

との関わりの一端をご紹介します。また、地域の中での民生委員の役割についても、考えていきたいと思います。

２ 関係機関地域の ～他団体とのつながりを考える～

　千葉県内の地区社協設置数は、平成 19 年度現在（千葉

市 59 地区を除き）506 地区にのぼります。324 ある地区

民児協数と比べると、地区社協はさらに小地域ごとに分け

られていることがわかります。また、県内地区社協の設置

範囲（基盤）についての具体的な数値はありませんが、小

中学校区を範囲としているところが多いということです。

（「県内データ」は、千葉県社会福祉協議会「地区社会福祉

協議会の組織・活動状況一覧 平成 19 年度版」より）

県 内 デ ー タ

①事務局担当者

②活動拠点

地区社協職員・
役員

市町村社協職
員・その他

公的機関（小学
校・公民館等）

役員自宅

県内の地区社協組織体制（総数506地区）１．

　近年、介護保険法や障害者自立支援法をはじめ、国

や県、市町村行政の福祉施策は、行政による「公助」

に加え、住民自身の「自助」、そして住民相互の「共助」

による地域福祉を目指しています。

　この行政が志向する地域福祉とは、そこに居住する

住民が「自分たちの福祉を考えていく」ということです。

そして、この住民による福祉の牽引役となるのが今回

ご紹介する「地区（支部・支会）社協」です。

　地域には、すでに町会や自治会といった主に生活課

題に取り組む組織があります。ここに、同様の生活圏

域を基盤とし、福祉分野を専門とする地区社協が参画

することで、その小地域に福祉的機能を持たせ、住民

自らが課題を発見・共有し、解決にまで導くことがで

きる生活福祉コミュニティ（ネットワーク）の構築へ

とつなげていくことができます。

　地区社協の具体的な活動としては、異世代交流や高

「場」づくり

齢者・子育てサロンに始まり、配食サービス、家事支援、

茶話会、相談事業、見守り支援、在宅サービスなど、

その地区の実情に応じたスタイルを取り、住民目線の

活動をしています。これらの活動を端的に表せば、「場」

（や地域福祉の仕組み）づくりであり、その提供です。

　例えば、サロンや茶話会といった活動では、住民が

気軽に集える「場」を提供しています。これは、支援

者と対象者あるいは対象者同士をつなぐことで、孤立

を防ぎ、お互いの顔の見える関係を作っていく場でも

あります。また、同時に育児や介護予防教室等を行う

ことにより健康・福祉増進の場ともなります。

　その他にも、住民がともに地域内で福祉活動に取り

組むことができる「協働の場」、またそれらの課題や方

策について関係機関を交えて「協議する場」づくりを

行うことで、様々な生活福祉課題の未然防止や課題解

決に向けた活動を行っています。

　では、同じ地域福祉の向上を目指す地区社協と地区

民児協の違いは、どこにあるのでしょうか？

地区社協とは？

189

154

399

58

５

※平成 23 年 7月 19 日現在の県内地区社協設置数：（千葉市 65 地区を除き）511 地区
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ふれあい
いきいきサロン

配食・食事会

広報誌

防犯活動

子育てサロン

友愛訪問

各種イベント

228( 地区 )

206

264

32

64

201

③収入（年間） 126

159

50 万円未満

50 万円～ 100 万円未満

100 万円以上 213

高齢者

児　童

障がい者

その他

県内地区社協の主な活動状況（総数 506 地区）２．県内の地区社協組織体制（前頁の続き）

④部会・委員会
37

23

5

245その他 496

Ỉ
※「ふれあいいきいきサロン」の対象は、高齢者に限らない

～社協とのつながりを考える～

民生委員の役割を確認する
　地区社協の役割については「場」づくりであり、そ

の提供であることは先に述べました。

　フォーマルな民生委員は、その特性（制度ボランティ

アとしての信頼性や守秘義務、行政からの個人情報の

提供等）を活かし、個別対象者への相談・支援活動を行っ

ています。住民の中には、「民生委員さんになら相談す

る」という方も少なからずいるかと思います。

「場」と民生委員

　両者の違いについて、ある意味で、地区社協はイン

フォーマル、地区民児協はフォーマルな組織というこ

とができるかもしれません。

　市町村社協は、社会福祉法第 109 条に「地域福祉の

推進」を図る民間団体として、その役割が規定されて

いる一方、地区社協は特段定められていません。また、

その担い手も、市町村社協は「その区域内における社

会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に

関する活動を行う者（抜粋）」とあるものの、地区社協

については定められていないので、特定の枠には当て

はまらない（インフォーマルな）組織といえるでしょう。

　一方、地区民児協は、民生委員法第 20 条により定め

られている組織として「法定単位民児協（※本文中は、

「地区民児協」）」という名称で呼ばれています。また、

民生委員は、（地方公務員法第３条第３項第２号に基づ

く）特別職の地方公務員と解されており、制度上組織

された（フォーマルな）ボランティアになります。

　民生委員だからこそ触れることのできる、そうした

情報ややり取りを通して、民生委員には他の活動では

見つけにくい（自ら発信できない・方法を知らない）

住民の声や、その世帯を通して見えてくる地区内課題

等の状況把握（掘り起こし）を行う「地域のアンテナ」

としての役割が期待されています。

　そうした役割を担う民生委員は、行政の制度やサー

ビス、各要援護者の個人情報、地域資源（人・モノ・団体）

など、様々な地域の情報を保有することになります。

そして、それら保有する情報を活用し、住民とサービス、

住民と地域資源を「つなぐ」ことが、フォーマルな民

生委員だからこそできる役割になります。

地区民児協との違いは？

　地域福祉の牽引役として、車の両輪にも例えられる

社協と民児協。これまで両者は、相互に補完的な役割

を担うことで、地域（社会）福祉の増進という共通の

目標を持って活動してきました。

　両者には、「『場』づくりを行う地区社協」と、「『場』

へつなぐ民生委員」という役割の違いがあるものの、

この「場」が両者を結びつけ、民生委員活動の補完的

な役割を果たしているという側面もあります。

　民生委員にとって、同じ地区の住民が担い手となっ

ている、また生活福祉ニーズを持つ住民や、支援する

住民・関係機関が集う「場」に参加することは、「顔が

見える関係＝つながり」を作り、現状を把握すること

ができる絶好の機会でもあるわけです。


